
令和４年度 （厚生課) 不祥事ゼロプログラムの検証等 

 

○ 課題・目標別実施結果 

課  題 目  標 実施結果と目標の達成状況 

法令遵守意識の向

上（法令の遵守

（高い倫理観の保

持及びわいせつ事

案をはじめとする

不祥事の根絶、）

服務規律の徹底） 

法令遵守の意識と自

覚を持ち、不祥事発

生を未然に防止す

る。 
 

〇 不祥事防止にかかる通知や資料を課内に周知・徹

底した。 

〇 職員として、公務内外に関わらず、常に高い倫理

感を持ち、自身の行動を律し、不祥事防止を徹底し

た。 

〇 教育委員会リスク一覧に記載されたその他に関す

るリスク対応策に取り組んだ。 

職場のハラスメン

トの防止（パワハ

ラ、セクハラ、マ

タハラ等） 

セクハラやパワハラ

等の行為の問題を理

解し、未然に防止す

る。 

〇 不祥事防止にかかる通知や資料を課内に周知・徹

底した。 

〇 職員として、公務内外に関わらず、常に高い倫理

感を持ち、自身の行動を律し、不祥事防止を徹底し

た。 

〇 教育委員会リスク一覧に記載されたその他に関す

るリスク対応策に取り組んだ。 

個人情報の管理、

情報セキュリティ

対策 

職員の意識啓発を行

うとともに、適切な

情報管理と取扱いを

徹底し、重要情報の

紛失、漏えい等を未

然に防止する。 

〇 不祥事防止にかかる通知や資料を課内に周知・徹底し

た。また、グループ会議において、適宜、個人情報の取扱

いについて注意喚起した。 

〇 業務上やむを得ず個人情報をはじめとした重要情報を

外部に持ち出す際は「重要文書持出し簿」により厚生課長

の確認を受ける等、適切な管理を徹底した。 

〇 ＵＳＢメモリは、「ＵＳＢメモリの取扱い７原則」に基づいて

適切に使用した。 

〇 離席する場合は、パソコンの画面を表示したまま放置せ

ず、画面を閉じたり、コンピュータロックの操作を行い、第三

者が情報を見たり、操作したりできないようにした。 

〇 電子メールを送信する際は、ＣＣとＢＣＣの機能を理解

し、適切に使い分けを行い、送信前にあて先を再度確認し

て誤送信を防止した。 

〇 封筒を処分する際は、書類が残っていないかどうか確

認し、封筒を再利用する際には、個人情報（住所、氏名等）

が記載されていないか確認した。 

〇 職員不在の際、個人情報の内容を含む重要書類を長

時間机上に放置しないようにするとともに、退庁時は鍵のか

かるキャビネット等に保管した。 

〇 教育委員会リスク一覧に記載された情報管理・その他

に関するリスク対応策に取り組んだ。 

様式２ 



交通事故防止、酒

酔い・酒気帯び運

転防止、交通法規

の遵守 

交通事故や飲酒運転

を防止する。 
〇 不祥事防止にかかる通知や資料を課内に周知・徹

底した。 

〇 長期休暇前などに、課長から全課員に口頭で注意

を促した。 

業務執行体制の確

保 
職員間の相互チェッ

クや協力体制を確立

するとともに、新型

コロナウイルス感染

症の拡大防止に向け

た県の基本方針にも

とづく「新しい生活

様式」」に則した、

適切な業務執行体制

を確保する。 

〇 キャビネットの文書や所属サーバ内のデータは、

誰が見てもすぐ分かる名称で仕分けし、併せて進捗

状況が把握できるよう処理済文書または処理中文書

を明確に区分して整理整頓を心掛けた。 

〇 行動計画が確実に実施されているか、グループリ

ーダーは職員の業務の進捗や相互チェック体制を定

期的に確認した。 

〇 教育委員会リスク一覧に記載されたその他に関す

るリスク対応策に取り組んだ。 

財務事務等の適正

執行 
財務規則及び会計局

通知を遵守した適切

な事務手続き徹底す

る。 

〇 複数職員による進行管理を徹底し、適切な執行手

続きを確保した。 

〇 履行確認の際は、契約時の仕様書等との整合を確

認した。 

〇 会計事務に関する資料は、随時執行担当職員に回

覧し、適切な事務処理体制を維持した。 

〇 教育委員会リスク一覧に記載された財務に関する

リスク対応策に取り組んだ。 

 

○ 令和４年度不祥事ゼロプログラム全体の達成状況と令和５年度に取り組むべき課題 

（所属長意見） 

当課内には教職員が加入する公立学校共済組合神奈川支部があり、日常的に教職員の個 

人情報を取扱っていることから、その取扱いには細心の注意をはらうよう普段から周知、

指導しているところであり、特に令和４年度は共済組合の制度が大きく改正され、業務量

が大幅に増となり、取り扱う個人情報も増えたことから、グループミーティングやメール

による各種通知、資料の共有、資料回覧による注意喚起などに取組み、これまで以上に個

人情報の取扱を慎重に行った結果、個人情報の漏洩や法令違反などの不祥事防止が徹底で

きた。  

 令和５年度も引き続き課内研修での啓発や、不祥事防止資料の周知などにより不祥事 

防止の取組みを続けていく。 

 

 

 


